
マニフェストシステムがよくわかる本(令和元年 6 月発行） 
をご利用の方へ 

令和元年 6 月発行版は、裏表紙の定価の下に 19.6-1SK と印刷されています。 
 
1．押印の廃止について 
令和２年 12月 28日、「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部

を改正する省令」が公布・施行されました。 
これを踏まえ、廃棄物処理法省令改正（令和 2年 12月 28日公布・施行）により、本

法規則で定めるマニフェストは、「受領印」を「受領欄」と修正し、㊞のマークが削除
されました。 
 文中の「押印」については、「サインまたは押印」と読み替えて使用してくださ

い。 
 交付担当者欄の㊞のマークは連合会が独自に設けたものであり、元来押印は任意

のため、本欄へは押印のみならず、サインも必要ありません。 
 
 
2．JIS の名称変更について 
工業標準化法の改正（平成 30 年 5 月 30 日公布・令和元年 7 月１日施行）により、

「日本工業規格（JIS）」が「日本産業規格（JIS）」に変わりました。 
 文中の「日本工業規格」は「日本産業規格」と読み替えてご利用ください。 
 
 

 
 

公益社団法人全国産業資源循環連合会 
令和 3年 2 月 

ご案内 
廃棄物処理法省令改正に対応するため、連合会のマニフェストの様式を本紙裏面

のとおり変更いたします。新様式のマニフェストは令和 3年 6月頃から順次出荷の
予定です。 
様式変更前の連合会マニフェストは、当分の間これを取り繕って使用すること

ができます。上記のとおり、受領印の欄は、サインまたは押印してご使用くださ
い。 
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